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１．事業の目的 

1.1.事業の目的 

平成 24（2012）年から再生可能エネルギーの固定価格買取制度（FIT 制度）が始まり、

木質バイオマス発電に対しては、林野庁が同年に策定した「発電利用に供する木質バイオ

マスの証明のためのガイドライン」（以下、「証明ガイドライン」という。）が適用されて

いる。 

この証明ガイドラインでは、使用する間伐材等由来及び一般木質由来の燃料材に対して

は、その由来を明らかにする証明書を付すことを求めている。この証明書では、燃料材を

取り扱う事業者を業界団体等が認定することにより、事業者の燃料材の分別管理等の適切

な取扱いを担保する方法を採用している。 

このため、証明ガイドラインの運用状況の実態把握を行うことにより、燃料材の取扱い

について適切な運用の推進することを目的とした認定団体等への証明ガイドラインの周知

及び運用状況を把握するための事例調査等の実施が必要となる。当協会では、令和 6 年度

において、林野庁の補助事業により、① 証明ガイドライン周知のための説明会（認定団体

向け講習と認定団体による指導の支援）、② 証明ガイドラインの運用に関する事例調査を

実施した。 

 

1.2.これまでの調査等 

＜平成 27（2015）～平成 29（2017）年度＞ 「木質バイオマス利用支援体制構築事業」 

■ 平成 27（2015）年度：木質バイオマス利用支援体制構築事業により、①認定団体

及び認定事業者の量的把握、②３県を対象とする事例調査を実施した。 

■ 平成 28（2016）年度：木質バイオマス利用支援体制構築事業（燃料の安定供給体

制の強化等）により、①認定団体に対する証明ガイドラインの運用状況に関する調

査、②10 県を対象とする現地調査を実施した。これらの調査を踏まえ、「発電利用

に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン運用マニュアル」（以下、「運

用マニュアル」という。）を作成した。さらに、作成した運用マニュアルを基に認

定団体等を対象とする説明会を２回開催した。 

■ 平成 29（2017）年度：木質バイオマス利用支援体制構築事業（燃料の安定供給体

制の強化）により、①認定団体及び認定事業者の量的把握の更新作業、②全国 11箇

所において、研修会に参加して運用マニュアルに基づく解説を実施、③８県を対象

とする事例調査を実施した。 

なお、平成 29（2017）年７月４日には、総務省から証明ガイドラインの運用状況

を対象とする「森林の管理・活用に関する行政評価・監視」の報告書が公表され、
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証明ガイドラインが適切に運営されていないとの指摘と証明ガイドラインの適切な

運用及び周知徹底を図るよう勧告された。このため、事例調査の実施に当たっては、

同勧告に対応できるよう調査内容の設計を行った。 

 

＜平成 30（2018）～令和５（2023）年度＞ 

平成 30（2018）年度以降は、①各年度における認定団体の現状確認、②確認した認

定団体を対象とする活動状況に関する調査の実施、③認定事業者の規模別把握と認定

事業者のリスト化及びその更新、④伐採段階から発電所までの木質バイオマスのサプ

ライチェーンにおける証明の連鎖及び認定団体の活動状況の確認等を目的とした事例

調査、⑤証明ガイドラインの周知のための研修会に継続的に参加し講習を行った。 

特に令和５（2023）年度からは、認定団体による認定事業者への指導が適切に実施

されることを目指して、証明ガイドラインに関する説明会として認定団体を対象とす

るものに変更した。説明会では、認定団体が認定事業者に対して説明を行う際に活用

可能な資料も提供している。 

一方、認定団体による説明会の状況確認や説明会のサポートのため、認定団体が開

催する研修会にも参加した。 

 

 

※ 本成果報告での説明会等の用語定義  

「講習会」、「説明会」、「研修会」などの類似する呼称について、個別の名称や別途

説明がない場合には、日本バイオマスエネルギー協会が認定団体に向けて開催する

ものを「説明会」とする。また、認定団体、都道府県などが認定事業者に向けて開

催するものを「研修会」とした。 
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２．本年度の事業（概要） 

  

本事業は従来から２本の柱で構成されている。一つは、証明ガイドラインに関する認定

団体を対象とした説明会の開催、もう一つは、証明ガイドラインの適切な運用に関する事

例調査である。 

これらの実施に当たっては、証明ガイドラインの運用状況を事前のアンケート調査等に

より次を把握した。 

① 2024 年度 2 月末時点で 141 の認定団体を確認 

② 確認した認定団体を対象とした団体の活動状況 

 

証明ガイドラインに関する説明会については、令和５（2023）年度に引き続き、認定団

体が自ら認定事業者に対して講習を行うことを前提として認定団体による講習を支援する

ための認定団体向けの説明会を 9 月に開催した。合わせて認定団体が認定事業者に対して

実施する講習の際に活用できる資料を作成し、説明会において提供するとともに協会ホー

ムページに公開した。 

さらに、認定団体による認定事業者への研修会等の活動等を確認し、情報提供や研修会

での質疑応答等をサポートするため、認定団体が実施する研修会（新潟県、静岡県、鹿児

島県、山形県、鳥取県）に参加した。加えて、研修会の訪問に合わせて研修会を主催する

認定団体との意見交換や事例調査（書類や現場の調査）を行った。 

さらに事例調査として、素材生産から発電所までのサプライチェーンにおける証明の連

鎖や各段階での分別管理の状況及び認定団体の活動状況の確認等を目的とした林野庁、資

源エネルギー庁の運用実態現地調査に同行した。具体的には、全国５箇所（富山県、広島

県、福井県、高知県、青森県）を対象として証明ガイドラインの適切な運用状況や運用の

際の工夫点などを把握した。 

その他、関連する事業として設置している「相談窓口」においても証明ガイドラインの

運用に関する問い合わせに対応した。 

また、令和６（2024）年度は、4 月にライフサイクルＧＨＧ算定制度の導入に関する証

明ガイドラインの改正が行われ、認定団体及び認定事業者等に対し改正内容を的確に周知

する必要が生じた。このため、協会にあっても、燃料材の由来証明において、ライフサイ

クル GHG 情報を伝達することに関する内容の周知の支援に努めた。 
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３．アンケート調査 

（認定団体向け講習の事前アンケート調査） 

証明ガイドラインに係る認定団体・認定事業者については、平成 27（2015）年度「木質

バイオマス利用支援体制構築事業」において現状把握を行い、これまで継続的にその把握

に努めている。なお、平成 29（2017）年度以前は、インターネットでの検索調査により新

たな認定団体を把握していた。平成 30（2018）年度以降は既知の認定団体へのメールによ

る調査依頼を基本として、認定団体活動に関する情報を収集した。令和５（2023）年度は

138 の認定団体への調査依頼に対し 136 の認定団体から回答を得ることができた（回答率

98.6%）。 

令和 6（2024）年度は、前年度の調査においてほぼ全ての認定団体から回答を得られた

ことを踏まえて、変動要因の小さい調査項目を省略し、近年において対外的に関心を持た

れる可能性の高い認定事業体実績報告取りまとめの公開状況やライフサイクル GHG 伝達

への対応状況などに限定した調査内容として、認定団体向け説明会の参加申し込みに合わ

せて回答する簡易アンケート調査とした。 

アンケート調査の内容は、表 1 及び表 2 のとおりである。 

 

表 1 2024 年度の調査概要 

 

 

 

調査対象 バイオマス証明ガイドラインの認定団体

調査方法
回答フォーム(Fomzu）への回答

（認定団体説明会の出席案内と併せて照会）

調査期間 2024年7月29日（月）～ 8月30日（金）

設問 設問1：回答者の情報

設問2：2023年度の認定

設問3：取扱実績取りまとめの公表

設問4：証明ガイドライン変更(GHG対応）

設問５：認定団体による認定事業者の支援
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表 2 回答票（Formzu 画面より関係項目を抜粋） 
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3.1. 照会数と 回答状況 

令和６（2024）年度のアンケート調査は、令和 6（2024）年 7 月末に確認している 140

の認定団体を対象とした。この結果、114 団体から回答があった。（表 3） 

 

表 3 これまでの調査と回答状況 

 

  

 

 

3.2. 認定団体と認定件数 

3.2.1. 認定団体数 

令和５（2023）年度に把握されていた 138 認定団体に対し、令和６（2024）年度におい

て、解散団体１、新たに確認された認定団体 4（新規の確認団体２、解散後の認定移管団

体１、活動再開団体１）が明らかとなった。この結果、令和７（2025）年 2 月時点におい

て確認された認定団体は 141 となっている。 

 

実施年度 調査票発送数

2015年度 133 114 85.7%

2016年度 134 124 92.5%

2017年度 138 126 91.3%

2018年度 142 115 81.0%

2019年度 142 131 92.3%

2020年度 142 117 82.4%

2021年度 142 120 84.5%

2022年度 142 128 90.1%

2023年度 138 136 98.6%

2024年度 141 114 80.9%

調査票回収数
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3.2.2. 認定件数 

今年度のアンケート調査に対して回答のあった 114 団体における「素材生産分野」及び

「加工・流通分野」別の認定件数をみると、素材生産分野が 4,369 件、加工・流通分野が

2,188 件であった（表 4）。ただし、3 認定団体は認定している事業者が無いと回答してい

る。 

また、同じ認定事業者にあっても事業場ごとの複数の回答や「素材生産分野」と「加

工・流通分野」での重複回答等があるため、認定事業者数や認定件数は素材生産分野と加

工・流通分野の合計と一致しないことに留意する必要がある（※）。 

 

表 4 認定件数 

（2024 年４月１日現在認定中のもの） 

 

※ 認定件数であり、事業者数ではない。 

 

3.2.3. 認定事務（令和５（2023）年度） 

アンケート調査に対する回答があった 114 団体における令和５（2023）年度の認定事務

は、表 5 のとおりである。 

 

表 5 認定事務（2023 年度） 

              

   

  

伐採、素材生産事業 流通・加工事業者

4,369 2,188

※未更新や廃業などを含む

新規認定 認定更新 取り消し（※）

367 1,860 132
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４．取扱実績報告の取りまとめの公表 

4.1 取扱実績報告 

アンケート調査により認定事業者からの取扱実績報告状況を把握したところ、認定実績

がない 3 団体を除く 111団体のうち､「全事業者から取扱実績報告がある」と回答したのは

73 団体（66%）となっており、「過半数の事業者から報告がある」が 35 団体（31%）､

「半数未満の事業者から報告がある」が 2 団体（2%）であった（図 1）。 

 

図 1 取扱実績の報告（2024 調査） 

 

 

 また、令和５（2023）年度の調査では、回答 131 団体のうち、「全事業者から取扱実績

報告がある」は 87 団体（66%）であり、「過半数の事業者から報告がある」が 31 団体

（40%）､「半数以下の事業者から報告がある」が４団体（3%）であった。  

取扱実績報告の状況については、近年大きな変化はみられない（図 2）。なお、図２にお

いては、「報告なし」とした回答について、認定事業者の無い認定団体も含まれる可能性

があることから除外した。 
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図 2 取扱実績報告書の報告の推移 

（数値は団体数 単数回答） 

  

2019年 (n=121)

2020年 (n=107)

2021年 (n=115)

2022年 (n=123)

2023年 (n=131)

2024年 (n=111)

60％ (73）

65％ (70）

68％ (78）

68％ (84）

66％ (87）

66％ (73）

36％ (44）

32％ (34）

30％ (34）

27％ (33）

31％ (40）

33％ (37）

3％ (4）

3％ (3）

3％ (3）

5％ (6）

3％ (4）

1％ (1）

認定している全事業者から受領している

認定している一部の事業者から受領している *1

どの事業者からも受領していない
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4.2.取扱実績報告の取りまとめの公表 

 認定事業者から提出された取扱実績報告を認定団体において取りまとめたものの公表状

況をみると、令和５（2023）年度は、128 認定団体のうち、約半数の 68 認定団体（52%）

が公表していた（     図 4）。令和６（2024）年度では、111 認定団体のうち 68％

に当たる 76 団体が公表しており、一定の改善がみられた（図 3、図 5）。これは、令和５

（2023）年度において、林野庁から指導文書が発出されたことに加え、当協会においても

認定団体に対して積極的な説明に取り組んだ結果と考えられる。 

    

（数値は認定団体数 n=111）       （数値は認定団体数 n=128） 

図 3 取りまとめの公表（2024）     図 4 取りまとめの公表（2023） 

 

  

図 5 取扱実績報告取りまとめの公表の推移 

2019年 (n=116)

2020年 (n=109)

2021年 (n=114)

2022年 (n=115)

2023年 (n=128)

2024年 (n=111)

45％ (52）

50％ (54）

46％ (52）

54％ (62）

53％ (68）

68％ (76）

55％ (64）

50％ (55）

54％ (62）

46％ (53）

47％ (60）

32％ (35）

取りまとめを公表している 取りまとめを公表していない
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５．証明ガイドライン変更による GHG 情報伝達への対応 

認定団体及び認定事業者におけるライフサイクル GHG 情報伝達の対応については、令

和６（2024）年４月に証明ガイドラインの改正が行われ、5 月及び６月の２回にわたって

林野庁による認定団体への説明会が開催された。認定団体においては、改正内容を理解す

ることと合わせ、認定事業者がライフサイクル GHG 情報伝達を必要とする発電事業者へ

の燃料材供給を担っているかどうかを把握することも重要となる。また、認定団体は、ラ

イフサイクル GHG 情報伝達において必要となる認定の準備（自主行動規範及び認定実施

要領の改訂など）を早期に行うことも重要となっている。このため、令和６（2024）年 8

月、ライフサイクルＧＨＧ情報伝達に対応する上で必要となる自主行動規範及び認定実施

要領の改訂に関する準備状況を確認した。 

5.1.  GHG 対応による認定を必要とする事業者 

認定団体がどの発電所がライフサイクル GHG 算定義務を負う施設であるかを把握する

ことは通常業務の範囲内での情報では容易ではない。このため、認定団体は、令和６

（2024）年 4 月の証明ガイドライン改正について認定事業者に周知する一方で、認定事業

者から燃料材を供給している発電所からライフサイクル GHG 算定を行う事業者であるか

の聞き取りを行うことも検討する必要がある。こうした状況を踏まえ、ライフサイクル

GHG 情報伝達に必要な認定を要する認定事業体の有無を把握しているか否かを令和６

（2024）年 8月時点で調査した。 

その結果、44％の認定団体において情報伝達に必要な認定事業体の存在を把握できてい

ないことが明らかとなった。（図 6） 

  

図 6 GHG 対応が必要な事業者 

（数値は認定団体数 n=11１ ） 

GHG対応が必要

な認定事業者あり

42 , 38%

GHG対応が必要

な認定事業者なし

20 , 18%

わからない

49 , 44%
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5.2. 自主行動規範の改訂  

令和６（2024）年４月の証明ガイドラインの改正に対応して、アンケート調査時点で

「自主行動規範」を改定していた認定団体は 12（10％）にとどまっていた。その後、更な

る改正内容の周知に努めたことから、今年度内にはより多くの認定団体においてで改訂さ

れるものと期待される。 

 

 図 7 自主行動規範の改訂 

（数値は認定団体数 n=114 ） 

 

5.3. ＧＨＧ認定実施要領の改訂 

認定団体における「認定実施要領」の改訂についてみると、改定済との回答は 10認定団

体（9％）だった。（図 8） 

 

 図 8 認定実施要領の改訂 

（数値は認定団体数 n=114 ） 

 

既に改定済み

10 , 9%

改訂予定

（2024年度中）

52 , 45%

改訂予定

（2025年度以降）

34 , 30%

改訂の予定なし

18 , 16%
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5.4. ＧＨＧ対応に関する解説書の発行 

令和６（2024）年 4 月に改正された証明ガイドラインにおける国内木質バイオマスのラ

イフサイクル GHG に関する対応についての解説書として、「木質バイオマス発電に係るラ

イフサイクルＧＨＧに関する基準の適用制度について」を令和６（2024）年 10 月に作成

して当協会ホームページに掲載した。 

 

https://jwba.or.jp/activity/biomass-manifest-guideline/ 

（本成果報告書の巻末にある参考資料(2)に表紙及び目次のみを抜粋して掲載） 

 

なお、令和７（2025）年 4 月には、ライフサイクル GHG 情報伝達のための既定値の変

更とこれにかかる証明ガイドラインの改正が予定されている。このため、関係情報が得ら

れ次第、本解説書を改訂する。 

  

https://jwba.or.jp/activity/biomass-manifest-guideline/
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6．認定団体による認定事業者の支援 

認定団体の大きな役割として、証明ガイドラインに基づく事業者認定に加え、証明ガイ

ドラインの適正運用に向けた認定事業者への支援がある。このため、認定団体における認

定事業者への支援状況を調査した。（図 9） 

調査の結果からは、認定団体において「講習（研修）会の開催」や「現地調査・指導」

などの積極的な支援が必ずしも行われていないことが把握できた。この結果は、限られた

人員や予算の中で認定事業者の支援を行うことが容易でないとする認定団体からの声とも

合致する。 

 

 

図 9 認定団体支援の実施状況（2023 年度） 

（数値は認定団体数 n=111） 

  

講習（研修）会の開催

現地での調査や指導

証明書等の書類確認に

よる助言、指導

関係情報の提供

相談対応（助言、指

導）など

34％ (38）

38％ (42）

67％ (74）

75％ (83）

77％ (85）

66％ (73）

62％ (69）

33％ (37）

25％ (28）

23％ (26）

実施した 実施していない
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7．証明ガイドラインの適切な運用に向けた説明会の開催 

7.1.証明ガイドラインの周知と適切な運用推進 

証明ガイドラインの普及と適切な運用に向けて、証明ガイドラインの内容や留意すべき

事項の周知を目的として、平成 28（2016）年度から認定団体とともに認定事業者向けの講

習（研修会）を実施してきた。 

しかし、膨大な数の認定事業者が存在している現状から証明ガイドラインの適切な運用

に向けた指導は容易ではない。ちなみに、令和５（2023）年度に実施したアンケート調査

時点では、138 の認定団体と 6,385 の認定事業体が確認されている（ただし、認定事業体

は複数の認定団体から認定を受ける場合や部署や施設ごとに認定を受けていることもある

ため、重複して集計している可能性がある。）。 

このため、認定団体自らが主体となり、それぞれの認定事業者への研修会等を開催する

ことにより、認定事業者の証明ガイドラインへの理解を深め、適切な運用を図ることが重

要と考えられる。さらに、認定団体の担当者自らが研修会の講師となることにより、認定

団体の意識や担当者自らの証明ガイドラインに対する理解を更に深める効果も期待できる。 

なお、認定団体の組織体制は様々であり、限られた人員や経験が浅い等の理由により、

主体的な研修を行うことが難しい団体もある。こうした認定団体の状況も考慮して、令和

５（2023）年度に引き続き、認定団体自らが認定した事業者への研修会開催を積極的に実

施することを促すため、全国の認定団体を対象とした説明会を実施した。加えて、各地域

で認定団体が開催する研修会に参加することによって研修会の実施を支援するとともに、

講会の開催状況や証明ガイドラインの運用状況等を把握した。さらに、研修会を主催する

認定団体等との意見や情報の交換を行った。 

 

7.2. 認定団体向け説明会の開催 

全国の認定団体を対象とした説明会を以下のとおり開催し、認定団体に向けた証明ガイ

ドラインの内容と運用方法などを解説した。また、説明会では、認定団体が認定事業者に

対する指導を行う際に活用できる資料を提供し、解説を行った。なお、令和６（2024）年

4 月の証明ガイドラインの改正によって追加されたライフサイクル GHG 情報伝達の対応

については、令和６（2024 年）5 月 31 日及び６月 10 日に林野庁による認定団体向け説明

会が実施されていることから、9 月の当協会が開催する認定団体向け説明会においては、

その概要説明に留め、事前アンケート調査による認定団体のライフサイクル GHG 情報伝

達への対応状況を説明した。 

当協会が作成した資料（資料２及び３）は、本報告巻末に掲載している。また、説明会

における配付資料は、当協会ホームページ（https://jwba.or.jp/activity/guideline-

download/）に掲載している。 
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＜説明会の開催概要＞ 

 

日時 ： 令和６（2024）年 9 月 10 日（火）14:00~16:00 

開催形式：  WEB（Teams） 

参加者 ： 参加申込者数：102 名 

議事 ：  

１ FIT/FIP 制度と木質バイオマス証明ガイドラインの概要、認定団体の責任と役割 

林野庁林政部木材利用課 

木質バイオマス推進班担当 課長補佐 本山 淳一  

（資料 1） 木質バイオマス証明ガイドラインの適切な運用等について 

 

２ 認定団体での運用と認定事業者への説明方法（適切な証明書と分別管理） 

一般社団法人日本木質バイオマスエネルギー協会 

専門調査員  高橋 晋一  

（資料２）「木質バイオマス証明ガイドライン」の運用について（認定団体向け） 

（資料３）「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の

運用について（適切な分別管理と証明書の発行）（認定事業者向け） 

 

 3  認定団体での取り組み事例 

全国木材チップ工業連合会 

専務理事  大迫 敏裕  

（資料４） 「発電用木質バイオマス証明」事業者認定と管理に係る全国木材チ

ップ工業連合会の取り組み  

 

7.３.勉強会への認定団体の参加 

令和７（2025）年 4 月には、ライフサイクル GHG 情報伝達のための既定値の変更と

これにかかる証明ガイドラインの改正が予定されている。こうしたことから、林野庁に

よる改正内容の周知について当協会による会員向け勉強会を実施することとした。なお、

周知内容に鑑み、会員向け勉強会への認定団体への参加を呼びかけた。 

林野庁から説明のあった資料は、当協会ホームページに掲載している。 

 

＜勉強会の開催概要＞ 

 

日時 ： 令和７（2025）年 3 月 14 日（金）14:00~15:00 

開催形式： WEB（Teams） 

参加者 ： 参加申込者数：1114 名（うち認定団体は、556） 
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議事 ： 「発電証明ガイドライン改正（FIT/FIP 制度におけるバイオマス燃料のラ

イフサイクル GHG 排出量の既定値の修正関連）について」 

林野庁林政部木材利用課 

木質バイオマス推進班担当 課長補佐 本山 淳一  

 

7.4. 認定団体の研修等の開催支援（現地調査） 

認定団体が主催する研修会への支援を行い、合わせて研修会の開催状況や証明ガイドラ

インの運用状況等を把握、当該認定団体との意見交換を行うことを目的として、下記の地

域の認定団体主催の認定事業者向け研修会に出席した。 

いずれの研修会においても、令和６（2024）年 9 月の全国認定団体向け説明会において

当協会が配付した資料を利用するなどして証明ガイドラインの講習（研修会）が実施され

ていた。なお、当協会からは、全国的な認定団体の対応状況、由来証明書の工夫事例など

の紹介を行い、研修会での質疑応答や個別相談に対する支援を行った。（表 6） 

 

表 6 出席した研修会 

開催年月日 主 催 

2024 年 11 月８日 新潟県木材組合連合会 

「合法木材供給事業者研修」及び「発電利用に供する木質

バイオマスの証明に関する研修」 

会場：新潟ユニゾンプラザ 

※ 2024 年度はじめての地域研修出席の機会として、主催

者による説明を拝聴、訪問にあわせて、新潟県庁、県森連

の関係者とも情報交換を実施した。 

2024 年 11 月 20 日 静岡県木材協同組合連合会 

「木質バイオマス認定事業者セミナー2024」 

会場：静岡県富士総合庁舎 

※ 毎年バイオマス証明に関し単独で研修会開催、現地調

査も実施など積極的に認定事業者の支援を行っている。ラ

イフサイクル GHG 伝達対応については、全ての認定を

GHG 対応とすることで検討しているとの説明があった。 

2024 年 12 月  12 日 鹿児島県木材協会連合会、鹿児島県森林組合連合会、鹿児

島県素材生産協同組合連合会 

「鹿児島県合法伐採木材利用促進地方協議会、普及セミナ

ー」 

※ 県木協が会員外の造園事業者の認定を新たに行った。
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開催年月日 主 催 

このため、剪定枝の分別管理や証明などについて、現地調

査を含めた助言指導も含めて出席した。事前に県木協に持

ち寄られた証明書の確認による助言なども行った。 

2024 年 12 月 13 日 山形県木材産業協同組合 

「令和６年度合法木材実務と「クリーンウッド法合法性確

認研修及び発電用木質バイオマス証明ガイドラインに関す

る研修会」 

会場：パレスグランデール山形 

※ 主催者とともに発電事業者、燃料供給事業者への現地

調査も実施した。また研修会にあわせて、山形県森林整備

事業協同組合、県木材産業協同組合との情報交換も行っ

た。 

2025 年 2 月 26 日 鳥取県 

「木質バイオマスのＧＨＧ証明制度に係る説明会」 

会場：鳥取県立倉吉体育文化会館 

※ 県主催によるバイオマス証明の研修会として、素材生

産から流通加工の認定事業者に加え発電事業者も出席して

の研修会であった。鳥取県では森林組合連合会が木材事業

関係者の認定を行っていると聞いていたが、鳥取県木材協

会も認定団体として活動していることが分かった。 

 また、鳥取県森林組合連合会では、2025 年度に向けバイ

オマス証明ガイドラインの運用に向け認定システムを開発

中であり、システムの概要等の説明を受けた。 
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８．証明ガイドラインの運用に関する事例調査 

証明ガイドラインの運用状況に関する事例調査は、「間伐材等由来の木質バイオマス」

又は「一般木質バイオマス」を燃料として利用している木質バイオマス発電所及び当該発

電所に燃料材を供給している事業者並びに認定団体を対象として、林野庁及び資源エネル

ギー庁が事前に選定した個別の事業者に実施するものであり、当協会の担当者も事例調査

に同行した。なお、認定団体からの協力要請等に応じ協会独自での事例調査も行った。 

 

 

8.1. 運用実態現地調査（林野庁、資源エネルギー庁調査同行） 

以下に林野庁及び資源エネルギー庁による運用実態現地調査の実施状況（表 7）と調査

項目（表 8）を示し、同調査に同行して事例調査として確認出来た主な事項を記載した。 

 

＜林野庁及び資源エネルギー庁＞ 

※ 日本木質バイオマスエネルギー協会が同行したもののみ 

令和２（2020）年度：3 箇所（長野県、静岡県、兵庫県） 

令和３（2021）年度：5 箇所（宮城県、秋田県、広島県、福岡、鹿児島県） 

令和４（2022）年度：2 箇所（新潟県、静岡県） 

令和５（2023）年度：5 箇所（福島県、山梨県、愛知県、愛媛県、熊本県） 

令和６（2024）年度：5 箇所（富山県、広島県、福井県、高知県、青森県） 

 

表 7 令和 6 年度運用実態現地調査の対象県と調査訪問先 

訪問先 調査日 素材生産事業者 流通・加工事業者 発電施設 認定団体 

富山県 7/1～2 富山県西部森林

組合 

（株）グリーン

マテリアル北陸 

（株）グリー

ンエネルギー

北陸 

富山県森林組合

連合会 

広島県 8/7～8  

― 

ひろしま木材事

業協同組合、中

国木材（株）北

広島工場 

中 国 木 材

（株）本社工

場 

広島県木材組合

連合会 

福井県 10/10～

11 

九頭⻯森林組合 ㈲ニューチップ

運送、九頭⻯森

林組合 

㈱福井グリー

ンパワー 

福井県森林組合

連合会 
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高知県 12/18～

19 

丸和林業株式会

社 

丸和林業株式会

社 

エフビットコ

ミュニケーシ

ョンズ 

本山バイオマ

ス発電所 

協同組合丸和林

材 

青森県 2/4～5 (株)高橋林業 (株)高橋林業、

三菱製紙株式会

社八戸工場 

八戸エコエネ

ルギー発電所 

 

― 

 

 

 事例調査として確認できた主な事例 

①  木材市場においては、燃料材としての、いわゆるＣ材、Ｄ材の取扱いは木材市場

全体の取扱量に対して極めて少量となる。その際に入荷時では燃料材であるかどう

か不明であることから、燃料材の可能性のある受入れ材の証明書確認とヤードでの

分別管理に加えて燃料材の証明書発行なども手間がかかる。このため、燃料材の出

荷価格が多少不利であっても、事務手続きと分別管理の煩雑さを回避するために全

ての材について証明を必要としない材として受け入れをして、C 材以下は製紙やボ

ード加工用に提供を行っている事例があった。 

②  大手の製材事業者が行う発電事業として、発電施設のほかに木材収集の関連会社

（子会社等）や加工事業の事業場が発電所以外の離れた場所ある事例が確認でき

た。その際に、社内や関連会社においても燃料材の収集・加工部門と発電所として

の燃料受入部門に分けて管理することが重要であることを確認した。特に、貯木場

が会社間などで共通である場合は、入荷、出荷における厳格な在庫管理が必要であ

った。 

③  国内では稀なチップの内航船輸送の事例が確認された。このため、ライフサイク

ル GHG 情報伝達においては、内航船の原木輸送とともにチップ輸送に関しても、

伝達における考慮が必要となる。 

④  発電所が証明書様式を定め分別管理と証明書記載の方法を伐採段階までの関係者

に徹底している事例があった。このように最終購入者である発電事業者が積極的に

関与することで証明ガイドラインの適切な運用が高められていた。 

⑤  燃料材の供給（分別管理）は適切に行われているものの、納入ごとに証明が必要

であることや剪定枝やバークの扱いと証明について十分理解されていない事例があ

った。 
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表 8 運用実態現地調査の調査項目 

認定団体 

１ 団体の事業概要 

２ 事業者認定・管理 

３ 他の認定団体や自治体などとの関わり 

４ 証明ガイドライン運用や内容への要望、発生している問題な

ど 

認定事業者 

１ 事業概要 

２ 認定事業者としての体制 

３ 証明書の取扱 

４ 事業者認定を受けた認定団体や自治体などとの関わり 

５ 証明ガイドライン運用や内容への要望、発生している問題な

ど 

県庁 

１ 県内での木質バイオマスに関する動向 

２ 県における木質バイオマスに関する施策 

３ 発電用木質バイオマスの証明ガイドラインに関する動向 

４ その他ご意見 

協議会 

１ 協議会の事業概要 

２ 協議会の木質バイオマス調達体制 

３ 証明された木質バイオマスの信頼性を確保するための取組 

４ 調達に関する問題点、期待、展望、要望 

５ その他ご意見 

発電所 

１ 発電所の事業概要 

２ 木質バイオマス調達体制 

３ 証明された木質バイオマスの信頼性を確保するための取組 

４ 調達に関する問題点、期待、展望、要望 

５ その他ご意見 
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8.2. その他の事例調査等 

認定団体等が主催する研修会への出席等の機会に認定団体、認定事業者をはじめとする

証明ガイドラインの関係事業者や施設を訪問して証明ガイドライン運用状況を把握した。

（表 9） 

表 9 調査訪問先と訪問団体等 

 訪問先 訪問日 訪問団体等  訪問機会 

1 青森県 2/5 認定団体 関係調査 

2 山形県 11/12 認定団体、加工事業者、発電所 研修会 

3 新潟県 11/8 認定団体、新潟県庁 研修会 

4 静岡県 11/20 加工事業者、認定団体 
協力依頼、 

研修会 

5 山梨県 12/13、14 市町村、発電所 相談対応 

6 岐阜県 11/21 認定団体 他用務訪問 

7 鳥取県 2/24、25 認定団体、流通・加工事業者 研修会 

8 高知県 12/19、20 市町村 関係調査 

9 鹿児島県 12/11、12 認定団体、収集事業者 研修会 

10 

その他 

（全国団

体等） 

9/4、9/5、

10/20、11/11 

認定団体（木材組合連合会、森林

組合連合会、燃料加工連合会） 
 

 

事例調査として確認できた主な事例 

①  いずれの認定団体においても、証明ガイドライン認定事務への負担が増える中

で、新たな人員対応や費用負担への対応に苦慮している。 

②  認定団体と関係者が積極的に適切な証明ガイドラインの運用を目指す中で、形式

的な運用に留まる事例に対して、今まで以上に対応が必要との期待がある。 

③  納入ごとの証明ではなく、まとめて一括による証明でもよいのではないかと考え

ている関係者がいた。 

④  剪定枝等の森林法の伐採届などが不要な場合の証明について、関係者において理
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解が十分ではない事例があった。 

⑤  ライフサイクル GHG 情報伝達対応への負担意識が関係者において強い。ライフ

サイクル GHG 情報伝達の制度や方法について、多くの認定事業者で理解が十分で

はない。 

⑥  零細な伐採事業者などでは、認定団体の会員でないことや事務手続きに不慣れな

どの理由から認定を受けられず困っている事例があった。 

⑦  燃料調達が厳しくなる中で供給協定の履行が難しくなる事例がある。中には調達

計画を超えて遠くから割高での買い付けなども発生している事例もあった。 

⑧  都道府県や市町村の担当者から証明ガイドライン運用に関する相談が増えてい

る。中には県主催での説明会の開催や講演の依頼もあった。しかし、スケジュール

の都合などから全てに対応できていない。 
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９．その他 

９.1.相談窓口の対応 

地域内エコシステム「リビングラボ事業」の情報プラットフォーム構築支援事業により

設置した「相談窓口」には、年間で２00 件を超える相談が寄せられる。このうち証明ガイ

ドラインに関する相談が半数を占めており、相談者も伐採関係者から発電事業者まで幅広

く、相談内容も多岐にわたる。相談内容をみると、証明ガイドラインの運用に関する基本

的な内容のものが多く、証明ガイドラインのより一層の周知が必要な状況にある。このた

め、認定団体における相談体制の強化も必要である。 
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１０．2024 年度の調査から（今後の課題） 

 証明ガイドラインの適切な運用において、認定団体が果たす役割は大きい。しかし、各

認定団体では、業務量の増加に対応した人員体制の構築や予算の確保に苦慮している。そ

のような中で、積極的に証明ガイドラインの適正な運用に努めている認定団体がいる一方

で、必要な認定審査や認定事業者の指導・支援を十分行うことが難しくなっている認定団

体もいる。 

 こうした実態について、発電事業者をはじめとする関係者全体が制度を理解し、制度運

用の効率化や費用負担の在り方などを検討する必要がある。効率化にあたっては、令和７

（2025）年 4 月に施行される改正クリーンウッド法に対応した登録伝達システムの活用も

検討が可能と思われる。 

 また、証明ガイドライン制度の理解と適正な運用を目的とした認定団体を対象とする説

明会を昨年度に引き続き実施した。このことは、証明ガイドライン制度の普及と適正な運

用に関し一定の成果があったと考えられる。しかし、認定団体によっては、認定事業者ま

で的確な情報伝達が十分に行われていないなど、説明会による認定団体への説明の効果は

必ずしも十分発揮されていない場合もある。認定団体の中には、担当職員の不足や経験の

浅さなどから証明ガイドラインに関する理解が十分ではない場合があることを考慮する必

要がある。例えば、証明ガイドラインに関する経験が浅い担当者などが、認定事業体対象

とした研修会での講師や認定事業者への現地指導を行うことは容易ではない。このため、

必要に応じて、認定事業者に対する研修会の講師を本協会職員などが担うことも選択肢と

してあり得る。ただし、そうした際には、本協会職員の参加による効果が上がる対応を主

催者の認定団体などと検討することが肝要である。 

 

 さらに、証明ガイドラインの運用に当たっては、ライフサイクル GHG 情報伝達方法に

加えて、改正クリーンウッド法（合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律）の

施行によって輸入木質バイオマスを使用・調達する場合に必要となる合法性確認等の事務

に関しても、その適正な実施が担保されるよう認定団体、認定事業者などに対する支援を

検討する必要がある。 
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参考資料 

（1）説明会の資料 

本年度の説明会の次第及び当協会の配付資料は次のとおりである。 

○ 次 第 
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○ 資料 2 「木質バイオマス証明ガイドライン」の運用について 
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○ 資料 3「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」

の運用について（適切な分別管理と証明書の発行） 
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（2）「木質バイオマス発電に係る ライフサイクルＧＨＧに関する基

準の適用制度について 

（表紙及び目次のみを抜粋） 
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（3）『「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドラ

イン」の適切な運用について』

 

事   務   連   絡 

令和 5 年 6 月 20 日 

 

木質バイオマス証明ガイドライン認定団体各位 

林野庁木材利用課長 

 

「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライン」の 

適切な運用について 

 

平素より木質バイオマスの利用推進に御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

さて、平成 24 年以降、再エネ特措法に基づき FIT/FIP 認定を受けて稼動する木質バイ

オマス発電施設は、主に間伐材等由来の木質バイオマスを燃料とするものだけでも、令和

４年９月末時点で 114 件（約 48 万 kW。RPS からの移行認定分を除く。）に増加している

ところです。また、これに伴い、国産木質バイオマスの利用量も年々増加し、令和３年に

934 万 m3 となっています。 

 

FIT/FIP 制度における木質バイオマス発電については、木質バイオマスの由来に応じて

異なる調達価格・基準価格が設定されていることから、「発電利用に供する木質バイオマ

スの証明のためのガイドライン」（以下「証明ガイドライン」という。）において、素材生

産事業者やチップ加工事業者等による適切な分別管理とこれに基づく由来（「間伐材等由

来の木質バイオマス」又は「一般木質バイオマス」）の証明書の発行が求められています。 

また、認定団体においては、事業者に対する分別管理体制等の審査・認定、立入検査、認

定の取消のほか、認定事業者の取扱実績の取りまとめ・公表等の対応が求められています。 

 

一方、令和４年度補助事業により実施した認定団体向け調査の結果（※）によれば、認

定事業者から提出された取扱実績の取りまとめ結果を公表している認定団体が５割に留ま

るなど、証明ガイドラインに基づく対応が十分とはいえない状況も見られます。 

FIT/FIP 制度に基づく発電事業については、賦課金を負担する電気利用者の信頼を確保

する必要があり、各種ルールの確実な遵守が求められます。そのため、FIT/FIP 制度の下

で発電用の燃料として供される木質バイオマスについても、不適切な分別管理や証明書発

行等の事案が起きないよう、証明ガイドラインの適切な運用を確保する必要があります。 



- 54 - 

 

 

つきましては、各認定団体におかれては、下記を踏まえ、証明ガイドラインの適切な運

用に取り組んでいただくようお願いします。 

 

※日本木質バイオマスエネルギー協会「『発電利用に供する木質バイオマスの証明のため

のガイドライン』の運用に関する実態調査  成果報告書（令和５年３月）」

https://jwba.or.jp/project-report/woody-biomass-certification-guideline/ 

記 

１．情報公開 

認定団体は、自らの認定に係る取組の透明性・信頼性を確保するため、以下の点につ

いて団体等のホームページにおいて公表するようお願いします。（事業所の掲示板への

掲示は、公表には該当しないことに御留意願います。） 

・ 証明ガイドラインに基づき定める「自主行動規範」及び「発電利用に供する木質バ

イオマスの証明に係る事業者認定実施要領」 

・ 認定した事業者の名称、代表者氏名、住所、団体認定番号、認定年月日などの情報 

・ 認定事業者から提出された前年度分の木質バイオマスの取扱実績報告の取りまとめ 

２．認定事業者に対する指導等 

認定団体には、事業者を認定した責任が伴うため、認定（認定の更新を含む）に係る

審査は厳正に行うようお願いします。審査の信頼性向上のため、現地審査の実施につい

て積極的に検討してください。 

認定事業者が認定時の状況を維持し、分別管理・由来証明を適切に実施するよう、認定

時以外にも、計画的に各認定事業者の事務所や土場への訪問等を行い、証明書の記載内

容やその根拠書類、分別管理状況、書類の保管状況等ガイドラインの運用状況に係る確

認、研修の実施などに取り組んでいただくようお願いします。 

認定事業者が適切に分別管理を行っていない等の情報があったときは立入検査を実施

し、不適切な事案を確認したときは、内容に応じて改善の指導や認定取消等を行うこと

で、ガイドラインの信頼性を確保するようお願いします。 

  



 

 

に関する実態調」成果報告書


